
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２９年４月５日 ０３時３５分ごろ 

発生場所 兵庫県新温泉町諸寄
もろよせ

漁港 

 諸寄港沖防波堤灯台から真方位２７０°１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３７.６′ 東経１３４°２５.７′） 

事故の概要  漁船美寿
み と し

丸は、南東進中、消波ブロックに衝突した。 

 美寿丸は、船長が負傷し、また、バルバスバウの圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 美寿丸、１９トン 

 ＨＧ２－４１７０（漁船登録番号）、有限会社海王丸漁業 

 ２６.１０ｍ×４.６２ｍ×１.８９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５５９kＷ、平成７年７月２８日 

 第２９１－３５６０９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５５年１０月２９日 

  免許証交付日 平成２５年６月１４日 

         （平成３０年１２月２５日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 バルバスバウ及びバウスラスタが圧壊、船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、沖合底びき網漁を終え、平成２

９年４月５日０１時３０分ごろ諸寄漁港に向けて鳥取県鳥取市北方沖

の漁場を出発し、約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で自動操舵により南東進した。 

 船長は、帰航を開始してから約３０分間操船を行った後、甲板員へ

操船を交替し、仮眠をとった。 

 船長は、０３時１５分ごろ諸寄漁港まで約２海里（Ｍ）の地点で甲
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板員から操船を交替して約７knに減速し、椅子に腰を掛けて見張りを

行っていたところ、いつしか居眠りに陥った。 

 本船は、同じ針路及び速力で南東進中、諸寄漁港の沖防波堤北西方

約５００ｍの変針予定場所を通過し、０３時３５分ごろ同防波堤西側

の消波ブロックに衝突した。 

 船長は、衝撃で目が覚め、消波ブロックに衝突したことを知り、乗

組員に怪我
け が

がないことを確認した。 

 本船は、自力で航行して諸寄漁港に戻った。 

 船長は、帰宅して１１９番通報を行い、救急車で病院へ搬送され、

右側頭部挫創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  本船は、４日０４時３０分ごろ諸寄漁港を出港した後、０６時ごろ

漁場に到着して操業を開始し、投網に約３０分、えい
．．

網に約１時間及

び揚網に約３０分の操業を７回行っていた。 

 船長は、ふだんから、諸寄漁港まで約２Ｍになったら起こすよう甲

板員に指示しており、本事故当時、甲板員に起こされて操船を交替し

た際、眠気を少し感じていたものの、えい
．．

網中及び帰航中に仮眠をと

ったので、居眠りに陥るとは思いもしていなかった。 

 船長は、ふだん、操船中に眠気を感じた場合、コーヒーやお茶を飲

んで眠気を払っていたものの、本事故当時、コーヒーやお茶を飲んで

いなかった。 

 船長は、漁獲物仕分請負者に０４時ごろに帰港する旨を伝えていた

ものの、甲板員から操船を交替した際、予定より早く到着しそうだっ

たので、少しでも到着を遅らせようと思って減速した。 

 船長は、ふだん、諸寄漁港まで約２Ｍの地点からは立って見張りを

行っていたものの、本事故当時、ふだんよりも減速しており、また、

周囲に他船が見当たらなかったので、椅子に腰を掛けて見張りを行っ

ていた。 

 船長は、本事故当時、レーダーを使用していたものの、探知した物

標が設定した距離に接近したときに警報を発するガードリング機能を

使用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、諸寄漁港に向けて自動操舵で南東進中、単独で操船中の船

長が居眠りに陥ったことから、変針予定場所を通過し、消波ブロック

に衝突したものと考えられる。 

 船長は、周囲に他船が見当たらなかったこと、自動操舵としていた

こと、椅子に腰を掛けて見張りを行っていたこと、及び海上が平穏で
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あったことから覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、諸寄漁港に向けて自動操舵で南東進中、

単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、

消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で操船中に眠気を感じた際には、他の乗組員を呼んで操船を

交替するか、２人当直とすること。 

 ・レーダーのガードリング機能を活用することが望ましい。 
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事故発生場所 

（平成２９年４月５日 

 ０３時３５分ごろ発生） 
諸寄港沖防波堤灯台 

兵庫県新温泉町 

変針予定場所 

予定針路 

諸寄漁港 

鳥取県 

岡山県 

京都府 兵庫県 

付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


